
第２次白石町総合計画の計画期間の考え方（案） 平成２６年７月２２日　第２回総合計画審議会

１　現行計画

　・市町村合併直後の平成１７年度を起点とした１０年間の考えに基づき、実際の計画策定後の平成１８～２６年度の９年間の計画期間。

　・平成２２年１月の庁舎建設や年数の経過により、平成２２年度に平成２３～２６年度の後期基本計画を策定。

Ｈ１７年１月 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年

２　第２次総合計画の考え方

　●基本構想を変更すること又は計画全体を大きく見直すことは、総合計画の次数（第○次）が変わるものとする。

　●あまり計画期間が長いと、町の現状、町民の要望、法令、社会情勢及び国県の政策とのかい離が激しくなるため、中短期で見直す。

　●町長政策の反映や任期中の成果を明確にするため、白石町長任期との連動を行う。

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 Ｈ３４年度 Ｈ３５年度 Ｈ３６年度 Ｈ３７年度

総合計画年次 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 １１年

第１案：第２次の計画期間を６年間とし、第３次以降計画期間４年とする。それぞれ途中見直しも可とする。

　　　　※第２次の計画期間は６年間、第３次の計画期間は４年間ではあるが、それぞれの基本構想は概ね１０年後の白石町の目指すべき将来像やまちづくりの

　　　　　方向性を表し、それを見据えながら、基本計画で６年間又は４年間に取り組むべき方策を示す。

　　　　※第３次の策定作業は平成３１年度から行い、平成３３年６月議会又は上半期までに策定する。
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Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 Ｈ３４年度 Ｈ３５年度 Ｈ３６年度 Ｈ３７年度

総合計画年次 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 １１年

第２案：第２次を基本構想１０年、前期６年間、後期４年間とし、第３次以降を基本構想８年、前期基本計画４年、後期基本計画４年とする。

第３案：町長任期に連動させるために、基本構想１０年で、前期３年間、中期３年間、後期４年間とし、その後基本構想８年、前期基本計画４年、後期基本計画

　　　　４年とする。

第４案：町長任期に連動させるために、基本構想６年で、前期３年間、後期３年間とし、その後基本構想８年、前期基本計画４年、後期基本計画４年とする。

第５案：５年間を計画期間とし、町長任期４年と計画の残期間１年を次の計画等の策定のための調整期間とする。（Ｈ２７～２９は調整のため３年間）
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